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マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知
カ
ー
ド
の
発
行

が
５
月
２５
日
（
月
）（
予
定
）
で
終
了
し
、

通
知
カ
ー
ド
の
再
発
行
や
、
氏
名
・
住
所

の
書
き
換
え
も
終
了
し
ま
す
。

　
通
知
カ
ー
ド
は
発
行
終
了
後
も
使
用
で

き
ま
す
が
、
最
新
の
氏
名
・
住
所
が
記
載

さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を

証
明
す
る
書
類
と
し
て
使
用
で
き
ま
せ

ん
。
再
発
行
を
希
望
す
る
場
合
は
、
事
前

に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
氏
名
や
住
所
を
書
き
換
え
る
場
合
は
、

５
月
２３
日
（
土
）
ま
で
に
、
市
役
所
１
階

市
民
課
（
土
曜
日
は
午
後
０
時
１５
分
ま

で
）、
東
部・西
部
出
張
所
（
平
日
の
み
）

で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。
本
人
ま
た
は

同
一
世
帯
員
が
手
続
き
で
き
ま
す
。

持
ち
物　
通
知
カ
ー
ド
、
本
人
確
認
書
類

（
運
転
免
許
証
な
ど
の
官
公
庁
発
行
の
顔

写
真
つ
き
１
点
ま
た
は
健
康
保
険
証
・
年

金
手
帳
な
ど
の
顔
写
真
な
し
２
点
）

※
代
理
人
の
場
合
は
委
任
状
が
必
要
で

す
。

問
合
せ　
小
平
市
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
☎
０４２（
３
４
６
）９
８
４
１（
平

日
の
午
前
８
時
３０
分
〜
午
後
５
時
）

第
４
次
子
ど
も
読
書
活
動

推
進
計
画
を
策
定

　
子
ど
も
の
読
書
活
動
を
推
進
し
て
い
く

た
め
、
令
和
２
年
度
か
ら
５
年
間
を
計
画

期
間
と
し
て
、
第
４
次
小
平
市
子
ど
も
読

書
活
動
推
進
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。
ま

た
、
市
民
意
見
公
募
（
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ

変
更
・
脱
退
な
ど
は
届
け
出
を

国
民
健
康
保
険

　
国
民
健
康
保
険
（
国
保
）
の
加
入
や
脱

退
な
ど
の
変
更
を
し
た
と
き
は
、
届
け
を

出
し
て
く
だ
さ
い
。
加
入
の
手
続
き
が
遅

れ
る
と
、
国
民
健
康
保
険
税
（
国
保
税
）

を
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
ま
た
、
そ
の
間
の
医
療
費
が
全
額
自

己
負
担
に
な
り
ま
す
。
脱
退
の
手
続
き
が

遅
れ
、
誤
っ
て
国
保
の
被
保
険
者
証
を
使

っ
て
受
診
す
る
と
、
国
保
が
負
担
し
た
医

療
費
を
後
で
返
す
こ
と
に
な
り
、
国
保
税

も
脱
退
手
続
き
が
済
む
ま
で
は
、
課
税
さ

れ
た
ま
ま
に
な
り
ま
す
。

　
届
け
出
の
内
容
に
よ
っ
て
必
要
な
も
の

が
異
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
国
保
は
、
国
保
税
の
ほ
か
国
な
ど
か
ら

の
公
費
や
、
国
保
加
入
者
以
外
の
税
金
な

ど
で
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

※
国
保
税
の
納
付
は
、
便
利
で
納
め
忘
れ

の
な
い
口
座
振
替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
任
意
継
続
被
保
険
者
か
ら
切
り
替
え
る

方
の
国
保
加
入
日
は
、
事
前
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

問
合
せ　
保
険
年
金
課
☎
０４２
（
３
４
６
）

９
５
２
９

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

▪
令
和
２
年
度
・
３
年
度
の
保
険
料
率
を

決
定

　
保
険
料
率
が
表
１
の
と
お
り
決
定
し
ま

し
た
。
７
月
に
発
送
す
る
保
険
料
額
決
定

通
知
書
で
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

※
納
付
が
年
金
か
ら
の
引
き
落
と
し
の
方

の
４
月
・
６
月
・
８
月
の
保
険
料
は
、
平

成
３０
年
中
の
所
得
に
基
づ
き
、
仮
に
計
算

し
た
額
で
す
。

▪
保
険
料
の
軽
減

　
所
得
が
一
定
基
準
以
下
の
方
に
対
し
て

保
険
料
の
軽
減
を
実
施
し
て
い
ま
す
が
、

軽
減
特
例
の
一
部
が
見
直
さ
れ
ま
し
た
。

詳
し
い
お
知
ら
せ
は
、
７
月
に
発
送
す
る

保
険
料
額
決
定
通
知
書
に
同
封
す
る
予
定

で
す
（
表
２
）。

※
被
扶
養
者
、
遺
族
年
金
・
障
害
年
金
の

受
給
者
、
無
収
入
の
方
な
ど
、
所
得
が
不

明
な
場
合
は
、
軽
減
が
受
け
ら
れ
な
い
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
対
象
者
で
、
所
得
の
申

告
を
し
て
い
な
い
場
合
は
、
税
務
課
（
市

役
所
２
階
）、
東
部
・
西
部
出
張
所
で
、

住
民
税
の
申
告
を
し
て
く
だ
さ
い
。

▪
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
保
険
料
納

付
が
可
能
に

　
令
和
２
年
度
か
ら
後
期
高
齢
者
医
療
保

険
料
（
普
通
徴
収
）
を
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
で
納
付
で
き
ま
す
。
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
で
納
付
す
る
際
は
、
領
収
証

書
と
レ
シ
ー
ト
を
受
け
取
っ
て
く
だ
さ

い
。

問
合
せ　
保
険
年
金
課
☎
０４２
（
３
４
６
）

９
５
３
８

審
議
会
な
ど
の
委
員
を
募
集

▪
第
六
期
障
害
福
祉
計
画
・
第
２
期
障
害

児
福
祉
計
画
等
検
討
委
員
会

　
小
平
市
障
が
い
者
福
祉
計
画
、
第
六
期

小
平
市
障
害
福
祉
計
画
、
第
二
期
小
平
市

障
害
児
福
祉
計
画
の
策
定
に
つ
い
て
検
討

す
る
た
め
、
検
討
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

応
募
資
格　
市
内
在
住
の
２０
歳
以
上
で
平

日
昼
間
の
会
議
に
出
席
で
き
る
方

※
ほ
か
の
審
議
会
な
ど
の
公
募
委
員
は
応

募
で
き
ま
せ
ん
。

募
集
人
数　
８
人

任　
期　
６
月
〜
令
和
３
年
３
月
（
会
議

は
年
５
回
開
催
）
を
予
定

報　
酬　
１
万
２
千
円
（
日
額
）

申
込
み　
４
月
２８
日（
火
）ま
で（
必
着
）

に
、「
障
が
い
者
福
祉
に
つ
い
て
の
わ
た

し
の
考
え
」
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
文
（
８

百
字
程
度
）
に
住
所
、氏
名
、性
別
、年
齢
、

電
話
番
号
を
記
入
の
う
え
、
問
合
せ
先
へ

（
送
付・フ
ァ
ク
シ
ミ
リ・電
子
メ
ー
ル
可
）

※
選
考
委
員
会
で
決
定
し
、
結
果
を
全
員

に
通
知
し
ま
す
。
応
募
書
類
は
返
却
し
ま

せ
ん
。

問
合
せ　
障
が
い
者
支
援
課
（
〒
１８７
︱
８

７
０
１　
健
康
福
祉
事
務
セ
ン
タ
ー
）
☎

０４２
（
３
４
６
）
９
５
４
０
、
V

０４２
（
３
４

６
）９
５
４
１
、
Asyogaisyashien@

city.kodaira.lg.jp

▪
廃
棄
物
減
量
等
推
進
審
議
会

　
ご
み
減
量
と
３ス

リ
ー

Ｒア
ー
ル

推
進
の
た
め
、
調

査
・
研
究
、
審
議
を
し
ま
す
。

応
募
資
格　
市
内
在
住
で
年
５
回
程
度
、

平
日
昼
間
の
会
議
に
出
席
で
き
る
方

※
ほ
か
の
審
議
会
な
ど
の
公
募
委
員
の
方

は
応
募
で
き
ま
せ
ん
。

募
集
人
数　
１０
人

任　
期　
６
月
中
旬
か
ら
２
年
間

報　
酬　
１
万
２
千
円
（
日
額
）

申
込
み　
４
月
２４
日（
金
）ま
で（
必
着
）

に
、「
今
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
た
い
、
こ
だ
い

ら
の
ご
み
減
量
ア
イ
デ
ア
」
を
テ
ー
マ
に

し
た
作
文
（
８
百
字
程
度
）
に
住
所
、
氏

名
、
性
別
、
電
話
番
号
を
記
入
の
う
え
、

問
合
せ
先
へ（
送
付・
フ
ァ
ク
シ
ミ
リ・
電

子
メ
ー
ル
可
）

※
選
考
審
査
会
で
決
定
し
、
結
果
を
全
員

に
通
知
し
ま
す
。
応
募
書
類
は
返
却
し
ま

せ
ん
。

問
合
せ　
資
源
循
環
課
（
〒
１８７
︱
０
０
３

１　
小
川
東
町
５
丁
目
１９
番
１０
号
）
☎
０４２

（
３
４
６
）９
５
３
５
、
V

０４２（
３
４
６
）

９
５
５
５
、
Ashigenjunkan@city.

kodaira.lg.jp

ン
ト
）
の
結
果
を
ま
と
め
ま
し
た
。

※
計
画
書
は
、図
書
館（
分
室
除
く
）、市
政

資
料
コ
ー
ナ
ー（
市
役
所
１
階
）、東
部
・

西
部
出
張
所
、
小
平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で

ご
覧
に
な
れ
ま
す
。
な
お
、
市
政
資
料
コ

ー
ナ
ー
、図
書
館（
分
室
を
除
く
）、東
部・

西
部
出
張
所
で
は
販
売
も
し
て
い
ま
す
。

問
合
せ　
仲
町
図
書
館
☎
０４２
（
３
４
４
）

７
１
５
１

１８
歳
か
ら
２９
歳
ま
で
の

投
票
立
会
人
を
募
集

７
月
５
日
（
日
）

東
京
都
知
事
選
挙

　
投
票
立
会
人
と
は
、
選
挙
の
際
に
投
票

事
務
が
公
正
に
行
わ
れ
る
よ
う
投
票
所
で

立
ち
会
う
人
の
こ
と
で
す
。
政
治
や
選
挙

に
目
を
向
け
る
良
い
機
会
と
な
り
ま
す
の

で
、
応
募
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

対　
象　
１８
歳
〜
２９
歳
（
７
月
５
日
時

点
）
の
方

※
報
酬
や
立
会
時
間
な
ど
、
詳
し
く
は
、

小
平
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る

か
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
込
み　
５
月
１１
日
（
月
）
ま
で
に
、
選

挙
管
理
委
員
会
事
務
局
へ
☎
０４２
（
３
４

６
）
９
５
７
６

指
定
申
請
の
案
内
を
発
送

特
定
生
産
緑
地

▪
令
和
４
年
ま
た
は
令
和
５
年
に
生
産
緑

地
決
定
３０
年
を
迎
え
る
方
に
案
内
を
発
送

　
生
産
緑
地
で
適
用
さ
れ
て
い
る
税
制
措

置
の
継
続
に
必
要
な
、
特
定
生
産
緑
地
の

申
請
の
案
内
を
発
送
し
ま
し
た
。
６
月
３０

日
（
火
）
ま
で
に
申
請
す
る
と
、
１２
月
ご

ろ
指
定
し
ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
案
内
ま
た
は
小
平
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
に
な
る
か
、
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　
都
市
計
画
課
☎
０４２
（
３
４
６
）

９
５
５
４

災

害

時

の

応
援
協
定
を
締
結

　
災
害
時
に
お
け
る
医
療
救
護
活
動
の
協

力
に
つ
い
て
、
民
間
救
急
事
業
者
、
介
護

タ
ク
シ
ー
計
７
事
業
者
と
協
定
を
結
び
ま

し
た
。

　
災
害
時
に
、
医
療
救
護
所
な
ど
か
ら
災

害
時
医
療
機
関
へ
ス
ト
レ
ッ
チ
ャ
ー
の
あ

る
車
両
で
傷
病
者
の
搬
送
を
要
請
す
る
も

の
で
す
。
災
害
時
に
は
連
携
、
協
力
し
、

災
害
対
策
活
動
を
推
進
し
ま
す
。

問
合
せ　
防
災
危
機
管
理
課
☎
０４２
（
３
４

６
）
９
５
１
９

工
業
統
計
調
査
に
ご
協
力
を

　
６
月
１
日
を
基
準
日
と
し
て
、
工
業
統

計
調
査
を
し
ま
す
。
４
月
下
旬
か
ら
５
月

に
か
け
て
、
東
京
都
知
事
任
命
の
調
査
員

が
訪
問
し
ま
す
。

届け出が必要なとき

国保に
加入
する方

・小平市に転入した（前住所で
国保に加入していた）
・生活保護を受けなくなった
・国保加入世帯に子どもが生ま
れた
・職場の健康保険をやめた
※職場の健康保険の被扶養者で
なくなったときや、健康保険の
加入者が７５歳になり後期高齢者
医療制度に移ったことに伴い、
その被扶養者でなくなったとき
も届け出が必要です。

国保を
やめる方

・小平市を転出する
・職場の健康保険などに加入し
た
・生活保護を受けることになっ
た
・死亡した

その他

・市内で住所が変わった（転居）
・氏名などに変更があった
・保険証をなくした（再発行）
・修学のため住所地を離れる方
がいる
・住民票を移して施設入所をす
る方がいる
・外国人の方で、在留期限を変
更した
・国保に加入していない世帯主
が死亡した

表 １　令和 ２年度・３年度の保険料率

表 ２　均等割額、所得割額の軽減
均等割額の軽減

所得割額の軽減

被扶養者だった方の軽減

※「賦課のもととなる所得金額」とは、前年中の総所得、山林所得、
株式・長期（短期）譲渡所得などの合計金額から基礎控除額３３万円
を引いた額です（雑損失の繰越控除額は控除しません）。

+ ＝
年間保険料額

保険料額に
ついては１００円

未満切捨て
（限度額 ６４万円）

所得割額

賦課のもとと
なる所得金額※

×
８.７２％

均等割額

被保険者
１ 人あたり
４４,１００円

　同じ世帯の被保険者全員と世帯主の「総所得金額等を合計し
た額」をもとに均等割額を軽減しています。

　被保険者本人の ｢賦課のもととなる所得金額｣ をもとに所得
割額が軽減されます。

総所得金額等の合計が下記に該当する世帯 軽減割合 軽減後の
均等割額

３３万円
以下

被保険者全員の年金収入が８０万円以下
で、そのほかの所得がない場合 ※ ７割 １３,２３０円

上記以外 ※７.７５割 ９,９２２円
基礎控除額（３３万円）＋（２８万 ５ 千円×被保険者
数）以下 ５割 ２２,０５０円

基礎控除額（３３万円）＋（５２万円×被保険者数）以下 ２割 ３５,２８０円
※国により特例として実施されてきた総所得金額等の合計額が３３万円
以下の方の軽減は、 ８割または８.５割から見直されました。
・６５歳以上で公的年金等控除を受けた方は、さらに高齢者特別控除１５
万円を控除
・ ５割軽減と ２割軽減の対象者を拡大

賦課のもととなる所得金額 軽減割合
１５万円以下 ５０％
２０万円以下 ２５％

　後期高齢者医療制度の対象となった日の前日まで会社の健康
保険など（国保・国保組合は除く）の被扶養者だった方は、資
格取得から ２年を経過する月まで均等割額 ５割軽減、所得割額
は当面の間かかりません。

　
調
査
結
果
は
、
地
域
別
・
規
模
別
な
ど

に
集
計
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
政
の
基
礎

資
料
と
し
て
活
用
さ
れ
ま
す
。

対　
象　
製
造
業
を
営
む
す
べ
て
の
事
業

所※
調
査
員
は
、
写
真
入
り
の
調
査
員
証
を

必
ず
携
帯
し
て
い
ま
す
。

※
調
査
内
容
の
秘
密
は
厳
守
さ
れ
、
統
計

の
目
的
以
外
に
は
使
用
し
ま
せ
ん
。
正
確

な
記
入
を
お
願
い
し
ま
す
。

問
合
せ　
行
政
経
営
課
☎
０４２
（
３
４
６
）

９
５
１
２

審
議
会
な
ど
の
日
程

　
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大
防

止
に
最
大
限
配
慮
す
る
た
め
、
傍
聴
は
で

き
ま
せ
ん
。
会
議
録
は
、
後
日
、
市
政
資

料
コ
ー
ナ
ー（
市
役
所
１
階
）ま
た
は
小
平

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

▪
社
会
教
育
委
員
の
会
議

と　
き　
４
月
１６
日
（
木
）　
午
前
９
時

３０
分
か
ら

問
合
せ　
地
域
学
習
支
援
課
☎
０４２
（
３
４

６
）
９
５
７
４

▪
教
育
委
員
会
定
例
会

と　
き　
４
月
１６
日
（
木
）　
午
後
２
時

か
ら

問
合
せ　
教
育
総
務
課
☎
０４２
（
３
４
６
）

９
５
６
８

▪
土
地
利
用
審
議
会

と　
き　
４
月
１７
日
（
金
）　
午
後
２
時

か
ら

問
合
せ　
都
市
計
画
課
☎
０４２
（
３
４
６
）

９
８
２
９

▪
国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会

と　
き　
４
月
２３
日
（
木
）　
午
後
１
時

か
ら

問
合
せ　
保
険
年
金
課
☎
０４２
（
３
４
６
）

９
５
２
９

▪
特
別
支
援
教
育
総
合
推
進
計
画
（
第
二

期
）
前
期
計
画
検
討
委
員
会

と　
き　
４
月
２３
日
（
木
）　
午
後
２
時

か
ら

問
合
せ　
指
導
課
☎
０４２
（
３
４
６
）
９
５

７
２

氏
名・住
所
の

書
き
換
え
な
ど
は
お
早
め
に

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
通
知
カ
ー
ド


